
事業所名：グループホームやすらぎの里

地域密着型サービス自己評価項目  

 (評価項目の構成) 【記入方法】

● 複数のユニットを持つ認知症対応型共同生活介護事業所の場合、各ユニットご
Ⅰ.理念に基づく運営 　とに、管理者が介護職員と協議の上記入してください。
   １．理念の共有 ● 次の項目は、小規模多機能居宅介護事業所のみ記入してください。
   ２．地域との支えあい 　項目番号23　○初期に築く本人との信頼関係
   ３．理念を実践するための制度の理解と活用 　　項目番号24　○初期に築く家族との信頼関係　
   ４．理念を実践するための体制 　項目番号25　○初期対応の見極めと支援
   ５．人材の育成と支援 　　項目番号26　○馴染みながらのサービス利用

　　項目番号39　○事業所の多機能性を活かした支援
Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援 ● 次の項目は、認知症対応型共同生活介護事業所のみ記入してください。
   １．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応 　項目番号53　○身だしなみやおしゃれの支援
   ２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援 　　項目番号59　○役割、楽しみごと、気晴らしの支援　

　　項目番号60　○お金の所持や使うことの支援　
Ⅲ.その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント 　項目番号61　○日常的な外出支援
   １．一人ひとりの把握 　項目番号62　○普段行けない場所への外出支援
   ２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し 　項目番号63　○電話や手紙の支援
　 ３．多機能性を活かした柔軟な支援 　　項目番号64　○家族や馴染みの人の訪問
   ４．本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働 【用語について】

●　管理者＝指定事業者としての届出上の管理者とする。　「管理者」には、管理者
Ⅳ.その人らしい暮らしを続けるための日々の支援 　不在の場合にこれを補佐する者を含む。

１．その人らしい暮らしの支援 ●　職員＝「職員」には、管理者及び非常勤職員を含む。
２．その人らしい暮らしを支える生活環境づくり

Ⅴ．サービスの成果に関する項目

　
　

　

自己評価票

評価完了日 平成21年3月1日

グループホーム　やすらぎの里

藤原　輝美

　　(ユニット名）

記入者（管理者）
氏　名

事業所名

評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

　

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

○地域密着型サービスとしての理念

　地域の中でその人らしく暮らし続けるこ
とを支えていくサービスとして、事業所独
自の理念をつくりあげている

○理念の共有と日々の取り組み

　管理者と職員は、理念を共有し、理念の
実践に向けて日々取り組んでいる

○家族や地域への理念の浸透

　事業所は、利用者が地域の中で暮らし続
けることを大切にした理念を、家族や地域
の人々に理解してもらえるよう取り組んで
いる

○隣近所とのつきあい

　管理者や職員は、隣近所の人と気軽に声
をかけ合ったり、気軽に立ち寄ってもらえ
るような日常的なつきあいができるように
努めている

○地域とのつきあい

　事業所は孤立することなく地域の一員と
して、自治会、老人会、行事等、地域活動
に参加し、地元の人々と交流することに努
めている

自己評価票

誰もが安心且つ安全な老後を、住み慣れた地域で
送ることができるよう、『職員が代理家族とな
り、家庭的な雰囲気の中、入居者に安心と潤いあ
る共同生活を提供する』。

いつでも誰でも気軽に立ち寄れるよう、玄関の施
錠は基本的に行っていない(門戸・引戸開放)。ま
た、職員とともに近所へ散歩に出かけ、顔なじみ
の人との挨拶や会話がごく日常的に行われてい
る。

5

町内外を問わず、行事(大せとまつり・敬老会・
芸能発表会・鮭まつり・新そばまつり・十日市)
などには積極的に出向いている。また、地元の理
容組合がボランティアで定期的に散髪に来てくれ
る他、地元の学生や社会人等が介護ボランティア
で気軽に訪れるなどの交流がある。

Ⅰ．理念に基づく運営

１．理念と共有

1

2

『そのひとらしい暮らし』の実現と『地域に開か
れた施設』、『サービスの質の向上』のため自己
研鑽や仕事に励んでいる。また担当制を敷きなが
らチームケアを推進し、日々のミーティングでは
職員間で意見を出し合い、現状に満足しないよう
努めている。

3

入居の相談があった場合、パンフレットなどを用
いて広くわかりやすく、事業所の理念に基づく
サービス内容を説明している。また『百聞は一見
にしかず』、地域に積極的に出向き、ありのまま
の全てを見てもらうことで理解を得られるよう努
めている。

4

項　　目

2 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○事業所の力を活かした地域貢献

　利用者への支援を基盤に、事業所や職員
の状況や力に応じて、地域の高齢者等の暮
らしに役立つことがないか話し合い、取り
組んでいる

○評価の意義の理解と活用

　運営者、管理者、職員は、自己評価及び
外部評価を実施する意義を理解し、評価を
活かして具体的な改善に取り組んでいる

○運営推進会議を活かした取り組み

　運営推進会議では、利用者やサービスの
実際、評価への取り組み状況等について報
告や話し合いを行い、そこでの意見をサー
ビス向上に活かしている

○市町村との連携

　事業所は、市町村担当者と運営推進会議
以外にも行き来する機会をつくり、市町村
とともにサービスの質の向上に取り組んで
いる

○権利擁護に関する制度の理解と活用

　管理者や職員は、地域権利擁護事業や成
年後見制度について学ぶ機会を持ち、個々
の必要性を関係者と話し合い、必要な人に
はそれらを活用できるよう支援している

○虐待の防止の徹底

　管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法
について学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や
事業所内で虐待が見過ごされることがない
よう注意を払い、防止に努めている

11

職員間の勉強会や研修会受講などを通して、虐待
についての理解を深め、絶対にあってはならない
という意識下で介護にあたっている。（身体拘束
具体的禁止行為11か条の遵守）

8

運営推進会議で取り上げられた要望や検討項目に
は、速やかに改善するよう取り組んでいる。

9

運営推進会議に介護保険担当の町職員が参加して
くれるため、関係の強化はもちろん、制度上の重
要な情報などをいただいている。また居宅介護支
援事業所からも新規入居希望者などの情報を得て
いる。

10

成年後見制度が必要なケースについては、入居検
討委員会の場において話し合われる。しかし、当
事業所では、現在のところできる限り家族・親族
の方からの支援が得られるよう働きかけている。

6

毎年、地元の中高校生を職場体験の場として積極
的に受入れ、将来の職業選択に是非とも役立てて
欲しいと考えている。更には、その中から有望な
人材が育っていくことを願っている。

7

定期的に全職員参加のミーティングを実施してい
るが、その場で職員一人ひとりの意見を聞いた上
で方向性を示し、チームとして共通の意識を持
ち,仕事をするよう心がけている。

３．理念を実践するための制度の理解と活用

3 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○契約に関する説明と納得

　契約を結んだり解約をする際は、利用者
や家族等の不安、疑問点を尋ね、十分な説
明を行い理解・納得を図っている

○運営に関する利用者意見の反映

　利用者が意見、不満、苦情を管理者や職
員ならびに外部者へ表せる機会を設け、そ
れらを運営に反映させている

○家族等への報告

　事業所での利用者の暮らしぶりや健康状
態、金銭管理、職員の異動等について、家
族等に定期的及び個々にあわせた報告をし
ている

○運営に関する家族等意見の反映

　家族等が意見、不満、苦情を管理者や職
員ならびに外部者へ表せる機会を設け、そ
れらを運営に反映させている

○運営に関する職員意見の反映

　運営者や管理者は、運営に関する職員の
意見や提案を聞く機会を設け、反映させて
いる

○柔軟な対応に向けた勤務調整

　利用者や家族の状況の変化、要望に柔軟
な対応ができるよう、必要な時間帯に職員
を確保するための話し合いや勤務の調整に
努めている

17

臨機応変に対応できるように心がけている。例え
ば入居者の急病時に病院受診の送迎や同行など、
遠方や仕事で家族の都合がつかない場合なども臨
機応変に融通する。

16

職員からの闊達な意見や提案は、随時聞き入れや
すいような環境づくりに努め、早急に対応できる
ものは対応し、十分な時間が必要なものについて
は、その旨を伝え了解を得ている。

15

家族の来所時は、個別に管理者や担当スタッフが
対応し、意見や要望などを受けやすいよう配慮し
ている。開所時から法人全体で組織されている苦
情解決委員会に属し、苦情要望に対しては迅速で
誠意のある対応を行なうよう心掛けている(現在
まで６月に１件、身元引受人からの苦情を受付た
が、話合により和解)。

14

隔月だが担当スタッフより直筆で近況のお知らせ
（写真入り）をしている。また不定期ではあるが
行事や日常風景のスナップ写真を瓦版として発
行、『やすらぎの里物語』と名づけ、家族や訪問
者等の閲覧用に好評を得ている。以外にもご家族
の来所時は、管理者や担当者から、利用者のより
細やかな状況を口頭で報告している。

13

館内に意見箱を設けたり、所長(兼務)が定期的に
訪れた際、直接入居者とふれあいの機会を持ち、
日常的に不満や要望などがあれば聞くようにして
いる。これにより、入居者からは「何かあれば気
軽に相談できる」という安心感が得られている。

12

家族等からの入居相談があった際は、パンフレッ
トのみならず個々の介護状態に応じた個別の料金
表を作成し、併せて口頭での説明も行なってい
る。また、入居問い合わせには電話連絡での対応
も柔軟に行なっている。

４．理念を実践するための体制

4 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

18 ○職員の異動等による影響への配慮

　運営者は、利用者が馴染みの管理者や職
員による支援を受けられるように、異動や
離職を必要最小限に抑える努力をし、代わ
る場合は、利用者へのダメージを防ぐ配慮
をしている

５．人材の育成と支援

○職員を育てる取り組み

　運営者は、管理者や職員を段階に応じて
育成するための計画をたて、法人内外の研
修を受ける機会の確保や、働きながらト
レーニングしていくことを進めている

○同業者との交流を通じた向上

　運営者は、管理者や職員が地域の同業者
と交流する機会を持ち、ネットワークづく
りや勉強会、相互訪問等の活動を通じて、
サービスの質を向上させていく取り組みを
している

○職員のストレス軽減に向けた取り組み

　運営者は、管理者や職員のストレスを軽
減するための工夫や環境づくりに取り組ん
でいる

○向上心を持って働き続けるための取り組
み

　運営者は、管理者や職員個々の努力や実
績、勤務状況を把握し、各自が向上心を
持って働けるように努めている

極力馴染みの顔で接することが望ましく職員の異
動は避けたいものだが、あった場合については入
居者の心理面にダメージを来たさないよう十分に
考慮すべきであると考える。
居室割表を作成し、入居者を担当制にした。異動
に伴う混乱を避けるため、各室主担当、副担当制
を用いている。

22

職員のスキルアップ(各種資格取得のため、試験
日や講習日に休暇を希望した場合など)目的には
勤務日を調整(希望公休を認める)している。法人
の方針で資格取得者（取得資格にもよるが）につ
いては、給与や身分の昇給等がある。

21

十分な休息が取れるような勤務表作成を心がけ、
一人ひとりが自己の健康管理をしっかり行う自覚
を持ってもらう。しかし、体調不良時や私事都合
でどうしても休暇が必要な申し出があった場合
は、有休が取れるよう速やかに業務や勤務者の調
整を行う。

20

ＧＨ連絡協議会(偶数月開催される浜北地区会議)
から様々な情報や交流の誘いなどを受ける機会も
多く、ネットワークが既に出来上がっている。業
務で困っていることなどを他ホームではどのよう
に行っているのか尋ねることもある。その上で、
見習うべきことは速やかに取り入れるようにして
いる。

19

各種研修会の案内を回覧したり、順次研修会への
派遣を行ったりしている。また、新人教育マニュ
アルを基に、先輩介護職員がある一定期間新人教
育にあたり、指導助言を行っている。

5 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○初期に築く本人との信頼関係

　相談から利用に至るまでに本人が困って
いること、不安なこと、求めていること等
を本人自身からよく聴く機会をつくり、受
けとめる努力をしている（小規模多機能居
宅介護）

○初期に築く家族との信頼関係

　相談から利用に至るまでに家族等が困っ
ていること、不安なこと、求めていること
等をよく聴く機会をつくり、受けとめる努
力をしている（小規模多機能居宅介護）

○初期対応の見極めと支援

　相談を受けた時に、本人と家族が「その
時」まず必要としている支援を見極め、他
のサービス利用も含めた対応に努めている
(小規模多機能居宅介護）

○馴染みながらのサービス利用

　本人が安心し、納得した上でサービスを
利用するために、サービスをいきなり開始
するのではなく、職員や他の利用者、場の
雰囲気に徐々に馴染めるよう家族等と相談
しながら工夫している(小規模多機能居宅介
護）

○本人と共に過ごし支えあう関係

　職員は、本人を介護される一方の立場に
おかず、一緒に過ごしながら喜怒哀楽を共
にし、本人から学んだり、支えあう関係を
築いている

23

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援

１．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応(小規模多機能居宅介護事業所のみ記入）

24

26

27

本人の「思い」を理解・共感し、個性を引き出す
よう努めている。入居者と職員が一緒に何かを行
う機会も多く、入居者から様々な事を学んでい
る。
園芸活動や、「やすらぎの里農園」への土運びか
ら農作物の収穫までこれまで全て入居者と共に
行っている。また、館内の季節に応じた飾り物、
手芸･工作の作品作りを積極的に行っている。

２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援

25

6 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○本人を共に支えあう家族との関係

　職員は、家族を支援される一方の立場に
おかず、喜怒哀楽を共にし、一緒に本人を
支えていく関係を築いている

○本人と家族のよりよい関係に向けた支援

　これまでの本人と家族との関係の理解に
努め、より良い関係が築いていけるように
支援している

○馴染みの人や場との関係継続の支援

　本人がこれまで大切にしてきた馴染みの
人や場所との関係が途切れないよう、支援
に努めている

○利用者同士の関係の支援

　利用者同士の関係を把握し、一人ひとり
が孤立せずに利用者同士が関わり合い、支
え合えるように努めている

○関係を断ち切らない取り組み

　サービス利用（契約）が終了しても、継
続的な関わりを必要とする利用者や家族に
は、関係を断ち切らないつきあいを大切に
している

現実的になかなか難しいと思うがサービスの終了
後も、行事の参加案内や年賀状などを出したりす
る関係は継続したい。また、家族からの求めに応
じ相談にはいつでも対応したいと思う。32

実施できていない。

○

31

食事の席は食事のペースや入居者同士の相性、こ
れまでの生活習慣の違いを考慮し随時変更してい
る。食事中の会話を好まない入居者やマナーに厳
しい入居者に不快感を与えないよう心がけてい
る。食事用のｴﾌﾟﾛﾝについては本人の承諾のもと
使用し、外出時の車の乗り合わせについても注意
している。
職員が潤滑油的役割となり、日々の活動を支援し
ている。難聴者に対しても孤立せず、皆と話題を
共有できるよう努めている。他入居者の居室へ遊
びに行き、気の合う入居者同士で過ごしている姿
も見られてきている。入居者同士の関係が深まる
よう今後も支援していきたい。

30

地域行事などへ外出の機会を設け、地域に暮らす
知人等との継続的な交流ができるよう努めてい
る。
交代制で毎日の買い物に地域のスーパーまで出か
けている。他には、本好きの入居者に対し、月に
２回位馴染みの本屋まで送迎を援助している。

29

日頃の状態をこまめに報告・相談し、家族と本人
の「思い」が結びつくような働きかけを心がけて
いる。
日頃から全てを家族に代わって行なうのではな
く、家族が常に入居者の健康を気遣って暮らして
いることを感じて頂きたいと思っている。そこ
で、定期および突発時の通院時に家族付き添いの
協力を得ている。また、衣替えの依頼や担当者と
の連絡を密にするよう努めている。（伝言ボード
の活用）

28

日々の暮らしの出来事や気づきの情報の共有に努
めている。
隔月の広報誌・各担当者からの手紙により家族へ
の状況報告をかかさない。家族参加の誕生会、ク
リスマス・忘年会、日帰り旅行を実施。また、お
盆や年末年始等、帰省で家族の集まる時期には、
自宅への外出や外泊を積極的に支援している。

7 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○思いや意向の把握

　一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意
向の把握に努めている。困難な場合は、本
人本位に検討している

○これまでの暮らしの把握

　一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし
方、生活環境、これまでのサービス利用の
経過等の把握に努めている

○暮らしの現状の把握

　一人ひとりの一日の過ごし方、心身状
態、有する力等の現状を総合的に把握する
ように努めている

○チームでつくる利用者本位の介護計画

　本人がより良く暮らすための課題とケア
のあり方について、本人、家族、必要な関
係者と話し合い、それぞれの意見やアイ
ディアを反映した介護計画を作成している

○現状に即した介護計画の見直し

　介護計画の期間に応じて見直しを行うと
ともに、見直し以前に対応できない変化が
生じた場合は、本人、家族、必要な関係者
と話し合い、現状に即した新たな計画を作
成している

33

34

アセスメントについてはセンター方式を一部取り
入れ、必要な情報をケアマネのみでなく職員全員
が収集し、課題となっている情報をより多く抽出
できていると思う。

36

35

ケアプランは、一人ひとり個別的な対応となって
いるが、食事時間や入浴時間は共通の時間として
いる。しかし、食事内容は個人の嗜好を加味し代
替食などの対応も可能である。
サバアレルギーのある方については、代替の副食
を提供し、嗜好品として乳製品。他には、野菜作
りが目的で入居を希望された方のために、職員総
出で庭に畑を作ったりガーデニングの趣味を応援
するため同様に花壇作りにも挑戦した。

全職員が参加できる定例部内会議の場で、ケアプ
ランを元に個別ケースの検討や見直しを行ってい
る。その際、まず担当職員から意見を述べてもら
い、その後皆からも情報や意見を求め、チーム全
体で方向性を確認したものを提示し、本人や家族
の同意を得ている。

家族や近親者をはじめ、居室担当者等から情報を
収集したり意見を聞いたり、本人の言動や行動等
だけに留まらず、総合的に把握するよう心がけて
いる。

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

１．一人ひとりの把握

２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し

37

心身状況が著しく変化した場合は、速やかに家族
等へ変化の様子や体調を報告する。と同時に、家
族の要望等を聞入れつつケアの方向性について理
解と承諾を得ている。

8 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○個別の記録と実践への反映

　日々の様子やケアの実践・結果、気づき
や工夫を個別記録に記入し、情報を共有し
ながら実践や介護計画の見直しに活かして
いる

○事業所の多機能性を活かした支援

　本人や家族の状況、その時々の要望に応
じて、事業所の多機能性を活かした柔軟な
支援をしている（小規模多機能居宅介護）

○地域資源との協働

　本人の意向や必要性に応じて、民生委員
やボランティア、警察、消防、文化・教育
機関等と協力しながら支援している

○他のサービスの活用支援

　本人の意向や必要性に応じて、地域の他
のケアマネジャーやサービス事業者と話し
合い、他のサービスを利用するための支援
をしている

○地域包括支援センターとの協働

　本人の意向や必要性に応じて、権利擁護
や総合的かつ長期的なケアマネジメント等
について、地域包括支援センターと協働し
ている

42

運営推進会議に介護保険担当の町職員が参加して
くれるため、関係の強化はもちろん、制度上の重
要な情報などをいただいている。また居宅介護支
援事業所との連携も重要であり、退去後のフォ
ローを依頼するほか、新規入居者などの情報も得
ている。

41

開所時から地元の理容組合が、有償ボランティア
で定期的に散髪に来てくれている。また、町外へ
の外出時は、町内にある無償ボランティアグルー
プに依頼し、十分な個別対応で個々の安全が確保
出来るよう支援を受けている。他には、託老所
（サロン）があるショッピングセンターを利用す
ることで、全ての入居者が平等に外出の機会を持
つことが出来ている。

40

特に家族(親族)の力添えが大きい。入居時から本
人と家族等との関係が継続して良好に保てるよう
働きかけている。例えば、本人が面会を心待ちに
している様子をさりげなく伝えたり、家族宛に手
紙やはがきを本人が書いたりするという事を手
伝っている。

39

３．多機能性を活かした柔軟な支援（小規模多機能居宅介護事業所のみ記入）

38

介護記録様式に介護者の気付き(考察)の枠を設
け、入居者の行動や言動だけを具体的に記録する
のではなく、介護者の判断や予測も記入し総合的
に把握できるよう努めている。

４．本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働

9 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○かかりつけ医の受診支援

　本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を
築きながら、適切な医療を受けられるよう
に支援している

○認知症の専門医等の受診支援

　専門医等認知症に詳しい医師と関係を築
きながら、職員が相談したり、利用者が認
知症に関する診断や治療を受けられるよう
支援している

　

○早期退院に向けた医療機関との協働

　利用者が入院した時に安心して過ごせる
よう、また、できるだけ早期に退院できる
ように、病院関係者との情報交換や相談に
努めている。あるいは、そうした場合に備
えて連携している

○重度化や終末期に向けた方針の共有

　重度化した場合や終末期のあり方につい
て、できるだけ早い段階から本人や家族等
ならびにかかりつけ医等と繰り返し話し合
い、全員で方針を共有している

47

契約時の説明にも重度の寝たきり状態になった場
合は、入居継続対象外(退居)となる旨を説明し、
了承をえている。過去に認知症が重度化しホーム
での対応が困難になった方の処遇を約半年間かけ
て、家族や主治医、専門医らと検討した。

46

入院時に主治医からの説明を受ける際は、家族以
外の立場として同席するようにしている。その
際、特に退院後の生活で予測される事故や注意す
べき動作など詳しく指示を受けた事がある。

45

44

毎回ではないが、基本的には其々の主治医（精神
科専門医）に直接指示を頂けるよう診察に同行し
ている。

43

入居時から、定期通院や突発の病院受診等は、家
族対応で了解を得ている（緊急時はその限りでな
い）。しかし、昨年度に医療連携体制加算を取得
した事もあり、より一層主治医や医療機関との連
携を強めるため、GH看護師が受診時に同行し主治
医より直接指示を受けたり、受診に同行出来ない
場合でも、GHでの日々の健康状態を毎月集約し情
報提供を行なっている。

10 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○重度化や終末期に向けたチームでの支援

　重度や終末期の利用者が日々をより良く
暮らせるために、事業所の「できること・
できないこと」を見極め、かかりつけ医と
ともにチームとしての支援に取り組んでい
る。あるいは、今後の変化に備えて検討や
準備を行っている

○住み替え時の協働によるダメージの防止

　本人が自宅やグループホームから別の居
所へ移り住む際、家族及び本人に関わるケ
ア関係者間で十分な話し合いや情報交換を
行い、住み替えによるダメージを防ぐこと
に努めている

○プライバシーの確保の徹底

　一人ひとりの誇りやプライバシーを損ね
るような言葉かけや対応、記録等の個人情
報の取り扱いをしていない

49

当然、入居間もないころは自室がわからなかった
り、自室を出るとトイレや方向がわからなかった
りと戸惑いが多く見られる。そこで馴染みの家具
や小物を持ち込んだり、本人が好む装飾などでド
アに目印をしたり、工夫をして対応している。ま
た、毎日の習慣を大切にしたいので、新聞を購読
したり、嗜好品の牛乳やﾖｰｸﾞﾙﾄを銘々とって摂取
していることも配慮のうちである。
退居時サマリーを作成し、後経緯先につなぐ手段
としている。例えば、入院先や特養等。

48

(法人の母体は特養であり、GHの設置目的が第2の
特養ではないため)重度化やターミナルの対象者
は特養での受入態勢がある。しかし、待機者も多
く現実的に難しい面もある。施設であっても病院
であっても退居後の受入先が決定しない場合に
は、当ホームで引き続き経過を見ていく。その場
合、ターミナルの対象者には、多く介護の手がか
かるため、勤務職員に超過勤務等を命じて対応す
る。
家族の強い希望を受け、心身状態の重度化によ
り、Ｈ19年度に１名母体施設の特養に移動となっ
た。現在入居されている方の半数以上が特養の入
所待機となっている。

50

記録物は鍵付の戸棚に保管し、記載中の記録に関
しては綴じ込み式のバインダー使用にて、他者の
目にふれない様配慮している。居室の表札につい
ては、あえて他者の目にふれるようにし、他入居
者が間違えて入室しないよう配慮している。
広報誌等への写真掲載や居室入口の表札掲示につ
いては、必ず事前に本人・家族の了解を得るよう
にしている。

１．その人らしい暮らしの支援

（１）一人ひとりの尊重

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　

11 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○利用者の希望の表出や自己決定の支援

　本人が思いや希望を表せるように働きか
けたり、わかる力に合わせた説明を行い、
自分で決めたり納得しながら暮らせるよう
に支援をしている

○日々のその人らしい暮らし

　職員側の決まりや都合を優先するのでは
なく、一人ひとりのペースを大切にし、そ
の日をどのように過ごしたいか、希望に
そって支援している

○身だしなみやおしゃれの支援

　その人らしい身だしなみやおしゃれがで
きるように支援し、理容･美容は本人の望む
店に行けるように努めている（認知症対応
型共同生活介護）

○食事を楽しむことのできる支援

　食事が楽しみなものになるよう、一人ひ
とりの好みや力を活かしながら、利用者と
職員が一緒に準備や食事、片付けをしてい
る

53

51

（２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援（53は、認知症対応型共同生活介護事業所のみ記入）

52

基本的な一日の流れはあるものの、その場の状況
に応じて、出来るだけ柔軟に対応している。
大まかだが予定はたてている。しかし天候により
変更される場合もしばしばある。晴天時には外出
や戸外での活動で気分転換を図る。個々のペース
や余暇時間を尊重している。

本人の意思を引き出すことが困難な場合もある
が、好みの飲み物を選んでもらう際や活動への参
加など、自己決定を促す言葉かけに努めている。
一年中セルフサービスの茶(温・冷)準備し、それ
ぞれ自由に飲んでもらい、好評を得ている。

服装に関しては基本的に個人の自由に任せ、汚れ
があれば洗濯し、いつでも清潔な服装を身に着け
ている事と寒暖の調整に気配りしている。冬場
は、寒いせいかタンスにあるだけ全部かと思うほ
ど重ね着をする入居者もいるため、居室担当者が
定期的に衣類整理を行なっている。理美容に関し
ては本人の希望に沿えるような対応が出来てい
る。（毛染め、パーマ等）
桃の節句や誕生日等の個々人にとって特別な日に
は、職員にメイクや、ドレスアップをしてもらい
お洒落を楽しんでもらっている。また、通院や外
出の際は、よそ行きのおしゃれな服装で出かける
ように声かけや準備などを欠かさない。

54

調理の下ごしらえや配膳を手伝ってもらってい
る。買い物には入居者が交代で同行している。食
材の吟味や好みのおやつ選びなどを手伝ってもら
い、男性入居者には重めの(限度がある)荷物を
持ってもらうなど協力を得ている。下膳について
は、台車を使用し入居者全員に手伝ってもらって
いる。
主に担当制だが調理の下ごしらえや、配膳・下
膳、食事前の挨拶（２交代制）等を積極的に手
伝ってくれている。

12 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○本人の嗜好の支援

　本人が望むお酒、飲み物、おやつ、たば
こ等、好みのものを一人ひとりの状況に合
わせて日常的に楽しめるよう支援している

○気持よい排泄の支援

　排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一
人ひとりの力や排泄のパターン、習慣を活
かして気持ちよく排泄できるよう支援して
いる

○入浴を楽しむことができる支援

　曜日や時間帯を職員の都合で決めてしま
わずに、一人ひとりの希望やタイミングに
合わせて、入浴を楽しめるように支援して
いる

○安眠や休息の支援

　一人ひとりの生活習慣やその時々の状況
に応じて、安心して気持ちよく休息したり
眠れるよう支援している

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援

　張り合いや喜びのある日々を過ごせるよ
うに、一人ひとりの生活歴や力を活かした
役割、楽しみごと、気晴らしの支援をして
いる(認知症対応型共同生活介護）

59

生活の中で、それぞれの得意分野で力を発揮して
もらっている。役割や仕事に対して、その都度感
謝の言葉を伝えている。
個々人には家事（洗濯たたみ、食事時の手伝
い）、畑仕事、消防団等での経験を生かして防災
訓練時には職員に次ぎリーダーシップを発揮して
いただいている。

58

日中の活動を促し、生活リズムを整えるよう努め
ている。
特別に寒い日には湯たんぽを準備する。就寝前に
暖房等により温度調整をし暖めている。室内灯に
も注意し豆電球の明かりでも嫌がる入居者には足
元灯に変更したりと工夫している。また、昼夜逆
転で中々寝付けない入居者に対し、約２ヶ月間就
寝時に足浴で身体を温め、家族手製の果実酒を勧
めたことがある。

57

夜間の入浴は緊急時に十分な対応が出来ないこと
が予想されるため行っていないが、最低限の清潔
保持が出来るよう、また、それぞれの好みに(湯
温の調整・入浴剤の使用・露天風呂風　等)合わ
せた入浴を行っている。
身体の保潔、爽快感を得てもらうために、夏場に
は入浴対象外（週3回実施）の日、希望があれば
シャワー浴で対応している。

56

排泄の声かけ・確認・誘導などをそれぞれに合わ
せた対応で行っている。個人の状況に応じて、リ
ハビリパンツやパットの使用を担当職員からの提
案があれば随時検討・見直すようにしている。
夜間は睡眠のために、リハビリパンツや紙おむつ
を使用する入居者に対し、日中は個別の排泄パ
ターンに合わせトイレ誘導をし、布パンツに変更
する等排泄の失敗、オムツ等の使用を軽減してい
る。

55

健康上治療目的のために制限しているものもある
が、その他は個別（別途自己負担）に嗜好品を提
供している。また、買い物時などに本人の意思で
嗜好品を購入している。
個人購入で牛乳やヨーグルト、家族手作りの梅酒
など。誕生日には本人の希望献立を取り入れ好評
を得ている。

（３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援（認知症対応型共同生活介護事業所のみ記入）

13 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○お金の所持や使うことの支援

　職員は、本人がお金を持つことの大切さ
を理解しており、一人ひとりの希望や力に
応じて、お金を所持したり使えるように支
援している（認知症対応型共同生活介護）

○日常的な外出支援

　事業所の中だけで過ごさずに、一人ひと
りのその日の希望にそって、戸外に出かけ
られるよう支援している（認知症対応型共
同生活介護）

○普段行けない場所への外出支援

　一人ひとりが行ってみたい普段は行けな
いところに、個別あるいは他の利用者や家
族とともに出かけられる機会をつくり、支
援している(認知症対応型共同生活介護）

○電話や手紙の支援

　家族や大切な人に本人自らが電話をした
り、手紙のやり取りができるように支援を
している（認知症対応型共同生活介護）

○家族や馴染みの人の訪問支援

　家族、知人、友人等、本人の馴染みの人
たちが、いつでも気軽に訪問でき、居心地
よく過ごせるよう工夫している（認知症対
応型共同生活介護）

64

基本的に家族等の訪問時間に制限は設けていな
い。しかし、食事時間中や夕暮れ時などは待って
もらったり時間をずらしてもらったりしている。
入居者は面会者に対し、自室へ案内したり談話
コーナーでもてなしたりと各々の馴染みの人たち
とのヒトトキを楽しんでいる。

63

状況に応じた対応ができるよう努めている。便
箋・封筒を常備し、希望があれば年賀状や暑中見
舞い・はがきなどを準備する。
電話の利用については、希望があれば子機を利用
していただく。また、いつでも家族などへ便りを
送れるように、事務所には便箋･封筒･切手を常備
している。

62

地域行事や季節のイベントで外出の機会を設けて
いる。
日帰りバス旅行の実施（家族も参加）。　芸能発
表会、ふるさとまつり、十日市等への参加。
ショッピングとしていわきへ外出。

61

散歩や畑仕事、園芸など屋外での活動が日課とし
て定着してきている。また、毎日の買い物に同行
してもらっている。

60

個人に合わせた所持金の対応をしている。外出時
には自分で財布を管理していただき、会計時にも
自分で支払いを行っている。

14 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○身体拘束をしないケアの実践

　運営者及び全ての職員が「介護保険法指
定基準における禁止の対象となる具体的な
行為」を正しく理解しており、身体拘束を
しないケアに取り組んでいる

○鍵をかけないケアの実践

　運営者及び全ての職員が、居室や日中玄
関に鍵をかけることの弊害を理解してお
り、鍵をかけないケアに取り組んでいる

○利用者の安全確認

　職員は本人のプライバシーに配慮しなが
ら、昼夜通して利用者の所在や様子を把握
し、安全に配慮している

○注意の必要な物品の保管・管理

　注意の必要な物品を一律になくすのでは
なく、一人ひとりの状態に応じて、危険を
防ぐ取り組みをしている

○事故防止のための取り組み

　転倒、窒息、誤薬、行方不明、火災等を
防ぐための知識を学び、一人ひとりの状態
に応じた事故防止に取り組んでいる

69

職員連絡網作成緊急時対応マニュアル及び夜間緊
急時対応マニュアルがあり、毎年想定した招集訓
練を行っている。また、夜間の緊急時に備え日々
の待機当番を設けている。他には、隣接した母体
施設の特養に夜間の緊急時に協力体制を得られる
よう、毎晩夜勤者が特養に内線電話で状況報告を
兼ね、万一の要請時依頼を行なっている。

68

入居者の状況に応じて管理の度合いを決めてい
る。金銭管理能力のある入居者については、小遣
い制で任せている。また、夏場は、クーラーポッ
トに冷えた麦茶を用意してカウンターに置き、セ
ルフサービスとしている（冬期間は、ポットに温
かいお茶を日替わりで準備）。

67

館内には死角もあり常時目配りできるかという点
については否になる。しかし、プライバシー保護
の観点からは、人により居心地良く過ごせる場所
は、干渉されないという安心感が得られる場所で
あるかもしれない。しかし、長時間放置されない
よう適宜声かけを行なっている。また、夜勤帯で
は定時で１時間毎巡視を行なっている他に、物音
がした場合は速やかに巡視を行い、安全確保を怠
らないよう努めている。
夜間は職員が1名での対応となるため、防犯セン
サーを利用している。また、完全な死角になる箇
所については、カーブミラー等の設置を検討して
いる。

66

防犯目的での施錠以外は行わず、日中は玄関を開
放している。

65

現在も身体拘束は行われていない。更に職員の意
識を高めるため、必ず目に付く場所(事務所内)
に、身体拘束１１か条を掲示している。

（４）安心と安全を支える支援

15 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○急変や事故発生時の備え

　利用者の急変や事故発生時に備え、全て
の職員が応急手当や初期対応の訓練を定期
的に行っている

○災害対策

　火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を
問わず利用者が避難できる方法を身につ
け、日ごろより地域の人々の協力を得られ
るよう働きかけている

○リスク対応に関する家族等との話し合い

　一人ひとりに起こり得るリスクについて
家族等に説明し、抑圧感のない暮らしを大
切にした対応策を話し合っている

○体調変化の早期発見と対応

　一人ひとりの体調の変化や異変の発見に
努め、気付いた際には速やかに情報を共有
し、対応に結び付けている

○服薬支援

　職員は、一人ひとりが使用している薬の
目的や副作用、用法や用量について理解し
ており、服薬の支援と症状の変化の確認に
努めている

74

入居者の服薬早見表を作成し一覧にして、職員が
与薬するときの確認に用いている。また、服薬管
理は３重チェック(①処方薬を家族から預かり
個々人の薬ケースに１週間分ずつ分ける担当がＧ
Ｈ看護師②翌日の服薬を１日分だけ朝昼夕の与薬
ケースに移す担当が夜勤者③与薬直前にケースか
ら取り出し本人に手渡しする担当が日勤者)で行
い、誤薬の完全防止に努めている。
誤薬事故は皆無である。

73

毎朝欠かさずバイタルサインの測定を実施し、温
度表に記載している。異常や変化があった場合、
速やかにＧＨ看護師（管理者兼務）に報告し指示
を仰ぐ。更に、介護記録には詳細を文章で記録す
る。

○

介護記録のみならず、新たに看護記録誌を設け、
専門的見地から個別症状について記録として残し
たい。

72

ケアプランをもとに入居者一人ひとりに起こり得
るリスクについての説明を行い、万一に際しての
対応も家族の同意を得ている。これにより入居者
が抑圧感のない生活を送ることが出来ている。
車椅子排除や出来る限りオムツを使用しない介護
を実践している。

71

年に2回法人事業所全体で避難訓練を実施、防災
への意識を高めている。

○

ＧＨ独自の災害対策・防災訓練等のマニュアルを
早急に作成し、職員が建物の特性を熟知した上で
の、防災意識高揚や非難訓練等を実践したい。

70

職員全員が『普通救命講習』受講している。ま
た、疾患別に必要な応急処置を内部研修で学び、
緊急時に対応できるよう訓練している。実際急変
時は、ＧＨ看護師（管理者兼務）にオンコールで
の連絡体制をとっていることで、個別の指示を仰
げるようになっている。

（５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援

16 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○便秘の予防と対応

　職員は、便秘の原因や及ぼす影響を理解
し、予防と対応のための飲食物の工夫や身
体を動かす働きかけ等に取り組んでいる

○口腔内の清潔保持

　口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎
食後、一人ひとりの口腔状態や力に応じた
支援をしている

○栄養摂取や水分確保の支援

　食べる量や栄養バランス、水分量が一日
を通じて確保できるよう、一人ひとりの状
態や力、習慣に応じた支援をしている

○感染症予防

　感染症に対する予防や対応の取り決めが
あり、実行している（インフルエンザ、疥
癬、肝炎、ＭＲＳＡ、ノロウイルス等）

○食材の管理

　食中毒の予防のために、生活の場として
の台所、調理用具等の衛生管理を行い、新
鮮で安全な食材の使用と管理に努めている

79

台所に限らず、毎日清掃を行っている。布巾やま
な板の消毒、冷蔵庫内や在庫の確認も毎日行って
いる。常に新鮮で安全な食材を使用するため毎日
買出しに行っている。
食材は、肉・魚介類のみならず野菜等も加熱調理
し提供している。（刺身、果物類は除く）

78

法人サービス事業所の各代表らで構成している感
染症対策委員会があり、定期的に会議を開催。マ
ニュアルに基づき感染症の予防と発生時の対応に
ついて全職員に対し周知している。

77

具体的数値としての把握はしていないが、献立は
管理栄養士に確認してもらい、食事の摂取量も記
録している。
個人の希望や身体状況に応じて、夜間に飲水でき
るようペットボトルに水や茶を準備している。

76

定期的に週２回(月・木)、義歯の洗浄を行ってい
る。更に毎食後、洗面所への誘導や声かけを行い
食後の歯磨きを習慣付けている。就寝時は、義歯
の除去を確認する(夜間は個人の義歯専用ケース
内に保管)。

75

毎日排泄の記録・確認を行い、排泄コントロール
を実施している。出来るだけ下剤等に頼らず、毎
日の食事や規則正しい生活環境によって、自然排
便を促すよう努めている。また、（個人の嗜好
で）乳製品の宅配も受け毎日摂取されている入居
者もいる。
それぞれの体力に応じた、散歩や軽い体操、毎日
のレクリエーションで身体を動かすことが習慣と
なっている。特に便秘のひどい方には、起きがけ
の冷水を準備し、必要量の水分補給を促してい
る。

17 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○安心して出入りできる玄関まわりの工夫

　利用者や家族、近隣の人等にとって親し
みやすく、安心して出入りができるよう
に、玄関や建物周囲の工夫をしている

○居心地のよい共用空間づくり

　共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、
食堂、浴室、トイレ等）は、利用者にとっ
て不快な音や光がないように配慮し、生活
感や季節感を採り入れて、居心地よく過ご
せるような工夫をしている

○共用空間における一人ひとりの居場所づ
くり

　共用空間の中には、独りになれたり、気
の合った利用者同士で思い思いに過ごせる
ような居場所の工夫をしている

○居心地よく過ごせる居室の配慮

　居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家
族と相談しながら、使い慣れたものや好み
のものを活かして、本人が居心地よく過ご
せるような工夫をしている

83

小物類は個人が置き場所を決めたり飾りつけを行
い、ベッドの向きも個人の好きな向きに変更し、
それぞれこだわりの部屋づくりを行っている。

82

居間・ホール以外のスペースにも、所々ベンチを
置くことで自由に休息がとれるよう試みている。
また、各種活動への参加も強制せずに本人の意向
に任せている。

81

清潔を心がけ、落ち着けるような小物を所々に配
置している。
季節の花やタペストリーを飾り季節を感じていた
だく。季節によりｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ、稲穂、雛人形、鏡餅
等を飾る。各居室、浴室にはのれんを使用し出入
り口には消音スポンジを使用。また、冬場は悪天
候から外出機会が減り自然とのふれあいが少ない
傾向にあるので、屋内での癒し効果を得るため、
観葉植物等も配置している。

80

常に清潔を心がけ、安全で開放的な雰囲気を出せ
るよう努めている。
プランターで草花を育てたり、軒先に干し柿や干
し大根をつるして、昔からの習慣を大切にすると
共に視覚から季節を感じてもらう。

（１）居心地のよい環境づくり

２．その人らしい暮らしを支える生活環境づくり

18 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

○印
(取組んでいき
たい項目)

取り組んでいきたい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項　　目

○換気・空調の配慮

　気になるにおいや空気のよどみがないよ
う換気に努め、温度調節は、外気温と大き
な差がないよう配慮し、利用者の状況に応
じてこまめに行っている

○身体機能を活かした安全な環境づくり

　建物内部は一人ひとりの身体機能を活か
して、安全かつできるだけ自立した生活が
送れるように工夫している

○わかる力を活かした環境づくり

　一人ひとりのわかる力を活かして、混乱
や失敗を防ぎ、自立して暮らせるように工
夫している

○建物の外周りや空間の活用

　建物の外周りやべランダを利用者が楽し
んだり、活動できるように活かしている

　（   　 　　部分は外部評価との共通評価項目です　）

87

畑やプランターでの花植えなどを入居者が中心と
なって行う。クリスマスには中庭にイルミネー
ションを設置し好評をいただいた。夏には玄関先
で手持ち花火や流しそうめんを行った。
昨年度同様、入居者と共に園芸活動（花壇の手入
れ・自家農園での多種野菜の収穫）に力をいれ
た。また、軒先には干し柿を吊るし、ウッドデッ
キで自家製梅干しの天日干しを行った。

86

安全を考慮したうえで、出来る限りの「できるこ
と」を行ってもらっている。問題が生じた場合は
職員間で話し合い、解決策を模索する。
申し送りノートを活用し、全職員が迅速に対応で
きるようにしている。

85

車椅子を使用している方でも安全に、自由に移動
でき、本人に不自由な思いをさせず満足してもら
えるよう心がけている。和室出入り口に手すりを
つけたり、ベッド脇に椅子を置いたりし、安全に
身体機能を活かした生活が送れるよう工夫してい
る。

84

毎日の清掃時に換気を、加えてトイレに消臭剤使
用。居室には消臭目的での備長炭や芳香剤を置い
たり、入居者の好みや症状に合わせ、異食の危険
がないよう設置場所に注意を払っている。また、
館内には２ヶ所に温湿度計を設置し、季節に応じ
て適温適湿な環境で過ごせるよう調整している。
ポータブルトイレにも消臭剤使用。また、汚れた
衣類や館内のゴミを長時間放置しないようにして
いる。

19 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

①ほぼ全ての利用者の
②利用者の２/３くらいの
③利用者の１/３くらいの
④ほとんど掴んでいない
①毎日ある
②数日に１回程度ある
③たまにある
④ほとんどない
①ほぼ全ての利用者が
②利用者の２/３くらいが
③利用者の１/３くらいが
④ほとんどいない
①ほぼ全ての利用者が
②利用者の２/３くらいが
③利用者の１/３くらいが
④ほとんどいない
①ほぼ全ての利用者が
②利用者の２/３くらいが
③利用者の１/３くらいが
④ほとんどいない
①ほぼ全ての利用者が
②利用者の２/３くらいが
③利用者の１/３くらいが
④ほとんどいない
①ほぼ全ての利用者が
②利用者の２/３くらいが
③利用者の１/３くらいが
④ほとんどいない
①ほぼ全ての家族と
②家族の２/３くらいと
③家族の１/３くらいと
④ほとんどできていない
①ほぼ毎日のように
②数日に1回程度
③たまに
④ほとんどない

⑤その他（　　　　　　　）

96
通いの場やグループホームに馴染みの人
や地域の人々が訪ねて来ている

⑤その他（　　　　　　　）

95
職員は、家族が困っていること、不安な
こと、求めていることをよく聴いてお
り、信頼関係ができている

⑤その他（　　　　　　　）

94
利用者は、その時々の状況や要望に応じ
た柔軟な支援により、安心して暮らせて
いる

⑤その他（　　　　　　　）

93
利用者は、健康管理や医療面、安全面で
不安なく過ごせている

⑤その他（　　　　　　　）

92
利用者は、戸外の行きたいところへ出か
けている

⑤その他（　　　　　　　）

91
利用者は、職員が支援することで生き生
きした表情や姿がみられている

⑤その他（　　　　　　　）

90
利用者は、一人ひとりのペースで暮らし
ている

⑤その他（　　　　　　　）

Ⅴ．サービスの成果に関する項目

項　　目

88
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方
の意向を掴んでいる

取　り　組　み　の　成　果
（該当する箇所を○印で囲むこと）

89
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ご
す場面がある

⑤その他（　　　　　　　）

17 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会



事業所名：グループホームやすらぎの里

項　　目
取　り　組　み　の　成　果

（該当する箇所を○印で囲むこと）

①大いに増えている
②少しずつ増えている
③あまり増えていない
④全くいない
①ほぼ全ての職員が
②職員の２/３くらいが
③職員の１/３くらいが
④ほとんどいない
①ほぼ全ての利用者が
②利用者の２/３くらいが
③利用者の１/３くらいが
④ほとんどいない
①ほぼ全ての家族等が
②家族等の２/３くらいが
③家族等の１/３くらいが
④ほとんどできていない

【特に力を入れている点・アピールしたい点】
(この欄は、日々の実践の中で、事業所として力を入れて取り組んでいる点やアピールしたい点を記入してください。）

100
職員から見て、利用者の家族等はサービ
スにおおむね満足していると思う

⑤その他（　　　　　　　）

99
職員から見て、利用者はサービスにおお
むね満足していると思う

⑤その他（　　　　　　　）

98 職員は、活き活きと働けている

⑤その他（　　　　　　　）

97

運営推進会議を通して、地域住民や地元
の関係者とのつながりが拡がったり深ま
り、事業所の理解者や応援者が増えてい
る

⑤その他（　　　　　　　）

18 評価機関：社会福祉法人　福島県社会福祉協議会


